
第４回 近海を操業区域とする中規模の漁船に関する資格制度の 

あり方に関する検討会 

 

議事次第 

 

日 時：令和元年５月８日（水） 10:00～12:00 

場 所：国土交通省 11 階特別会議室                                

 

１． 開 会 

 

２． 議 題 

（１） 中規模漁船の実態について 

（２） 機関士に係る規制の見直しの方向性 

（３） その他 

 

３． 閉 会 

  



 

【配付資料一覧】 

 

  議事次第 

   

委員等名簿 

 

資料１  中規模漁船の実態について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

資料２  機関士に係る規制の見直しの方向性（案）・・・・・・・・・・・・  ８ 

 

・実態調査の結果（報告） 

・総トン数 20 トン以上・長さ 24m 未満のプレジャーボートの利用実態 

・総トン数 20 トン以上・長さ 24m 未満のプレジャーボート及び漁船の速力分布 

 



近海を操業区域とする中規模の漁船に関する資格制度のあり方に関する検討会 

委員等名簿 

 

（学識経験者） 

座長：塚 本 達 郎 東京海洋大学海洋工学部長（機関関係） 

高 崎 講 二 九州大学名誉教授（機関関係） 

畔 津 昭 彦 東海大学教授（機関関係） 

長 嶺 裕 二 （公財）海技資格協力センター事業第三班主任（甲板部） 

光 延 秀 夫 （一財）日本船舶職員養成協会専務理事（機関部） 

田 辺   晃 （一財）海洋レジャー安全・振興協会試験部長（小型船舶） 

平 石 一 夫 （一社）海洋水産システム協会専務理事（漁船システム） 

（使用者委員） 

小 林    憲  大日本水産会常務理事 

檜 垣 浩 輔 全国漁業協同組合連合会参事 

筆 谷 拓 郎 全国底曳網漁業連合会業務課長 

大 石 浩 平 全国さんま棒受網漁業協同組合専務理事 

清 家 一 徳 大分県旋網漁業協議会会員（大黒水産有限会社） 

納 富 善 祐 全国近海かつお・まぐろ漁業協会専務理事 

（労働者委員） 

髙 橋 健 二 全日本海員組合水産局長 

釜 石 隆 志 全日本海員組合水産局水産部副部長補 

（技術者委員） 

泉   克 典  ヤンマー（株）特機エンジン統括部品質保証部長（機関） 

小 鯖 利 弘 小鯖船舶工業代表取締役専務（造船所） 

（行政） 

海 谷 厚 志 国土交通省大臣官房審議官 

石 原 典 雄 国土交通省海事局安全政策課長 

堀   真之助 国土交通省海事局海技課長 

植 西   泰 国土交通省海事局総務課次席海技試験官 

榎 本 雄 太 海上保安庁交通部安全対策課長 

保 科 正 樹 水産庁増殖推進部長 

廣 山 久 志 水産庁増殖推進部研究指導課長 

廣 野   淳 水産庁資源管理部漁業調整課長 

（オブザーバー） 

小見山 康 二 内閣府規制改革推進室参事官 

 

（事務局） 

国土交通省海事局海技課 

水産庁増殖推進部研究指導課 



中
規
模
漁
船
の
実
態
に
つ
い
て

令
和
元
年
５
月

令
和
元
年
5
月
8
日

近
海
を
操
業
区
域
と
す
る
中
規
模
の
漁
船
に
関
す
る

資
格
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
水
産
庁
提
出
資
料

資
料
１
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Ⅰ
漁
業
法
の
改
正
（
※
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
法
）
を
漁
業
法
に
統
合
）

科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き
目
標
設
定
、
資
源
を
維
持
・
回
復

【
資
源
管
理
の
基
本
原
則
】

・
資
源
管
理
は
、
資
源
評
価
に
基
づ
き
、
漁
獲
可
能
量
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
に
よ
る
管
理
を
行

い
、
持
続
可
能
な
資
源
水
準
に
維
持
・
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
基
本
。

・
Ｔ
Ａ
Ｃ
管
理
は
、
個
別
の
漁
獲
割
当
て
（
Ｉ
Ｑ
）
に
よ
る
管
理
が
基
本
（
Ｉ
Ｑ
が

整
っ
て
い
な
い
場
合
、
管
理
区
分
に
お
け
る
漁
獲
量
の
合
計
で
管
理
）

【
漁
獲
可
能
量
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
の
決
定
】

・
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
の
目
標
を
定
め
、
そ
の
目
標
の
水
準
に
資
源
を
回
復

さ
せ
る
べ
く
、
漁
獲
可
能
量
を
決
定
。

【
漁
獲
割
当
て
（
Ｉ
Ｑ
）
の
設
定
】

・
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
実
績
等
を
勘
案
し
て
、
船
舶
等
ご
と

に
漁
獲
割
当
て
を
設
定
。

Ⅱ
水
産
業
協
同
組
合
法
の
改
正

水
産
改
革
に
合
わ
せ
た
漁
協
制
度
の
見
直
し

販
売
の
プ
ロ
の
役
員
へ
の
登
用
、
公
認
会
計
士
監
査
の
導
入
等
に
よ
り
事
業
・
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
。

水
域
の
適
切
・
有
効
な
活
用
を
図
る
た
め
の
見
直
し
を
実
施

【
海
区
漁
場
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化
】

・
知
事
は
、
計
画
案
に
つ
い
て
、
漁
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
を

公
表
。
海
面
が
最
大
限
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
漁
業
権
の
内
容
等
を
海
区
漁
場
計
画
に

規
定
。

【
漁
業
権
を
付
与
す
る
者
の
決
定
】

・
既
存
の
漁
業
権
者
が
漁
場
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
者
に

免
許
。
既
存
の
漁
業
権
が
な
い
等
の
場
合
は
、
地
域
水
産
業
の
発
展
に
最
も
寄
与
す

る
者
に
免
許
（
法
定
の
優
先
順
位
は
廃
止
）
。

【
漁
場
の
適
切
か
つ
有
効
な
活
用
の
促
進
】

・
漁
業
権
者
に
は
、
そ
の
漁
場
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
す
る
責
務
を
課
す
。

【
沿
岸
漁
場
管
理
】

・
漁
協
等
が
都
道
府
県
の
指
定
を
受
け
て
沿
岸
漁
場
の
保
全
活
動
を
実
施
す
る
仕
組
み

を
導
入
。

競
争
力
を
高
め
、
若
者
に
魅
力
あ
る
漁
船
漁
業
を
実
現

・
漁
船
の
安
全
性
、
居
住
性
等
の
向
上
に
向
け
て
、
船
舶
の
規
模
に
係
る
規
制
を
見
直

し
。

・
許
可
体
系
を
見
直
し
、
随
時
の
新
規
許
可
を
推
進
。

・
許
可
を
受
け
た
者
に
は
、
適
切
な
資
源
管
理
・
生
産
性
向
上
に
係
る
責
務
を
課
す
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、
漁
業
・
漁
村
が
多
面
的
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
漁

業
者
等
の
活
動
が
健
全
に
行
わ
れ
、
漁
村
が
活
性
化
す
る
よ
う
十
分
配
慮
。

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
概
要
（
平
成
3
0
年
1
2
月
）

適
切
な
資
源
管
理
と
水
産
業
の
成
長
産
業
化
を
両
立
さ
せ
る
た
め
、
漁
業
法
等
を
改
正
し
、
資
源
管
理
措
置
、
漁
業

許
可
、
免
許
制
度
等
の
漁
業
生
産
に
関
す
る
基
本
的
制
度
を
一
体
的
に
見
直
し
。

（
１
）
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

（
３
）
漁
業
権
制
度
の
見
直
し

（
２
）
漁
業
許
可
制
度
の
見
直
し

（
４
）
漁
村
の
活
性
化
と
多
面
的
機
能
の
発
揮

（
５
）
そ
の
他

・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
、
漁
業
者
代
表
を
中
心
と
す
る
性
質
を
維
持
。
漁

業
者
委
員
の
公
選
制
を
知
事
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
仕
組
み
に
見
直
し
。

・
密
漁
対
策
の
た
め
の
罰
則
を
強
化
。

１

2



漁
船
勢
力
に
お
け
る
中
規
模
漁
船

漁
業
種
類

隻
数

都
道
府
県

沖
合
底
び
き
網

3
5

青
森
１
、
宮
城
２
、
秋
田
３
、
福
島
６
、
新
潟
１
、
福
井
３
、
愛

知
２
、
兵
庫
１
５
、
山
口
２

大
中
型
ま
き
網

5
愛
媛
２
、
大
分
２
、
長
崎
１

中
型
ま
き
網

1
1

静
岡
２
、
三
重
７
、
和
歌
山
２

漁
獲
物
運
搬
船

2
(1
)

三
重
１
、
大
阪
１

底
立
は
え
な
わ

3
(1
)

静
岡
３

は
え
な
わ

8
(4
)

北
海
道
６
、
福
井
１
、
山
口
１

一
本
つ
り

1
(1
)

三
重
１

雑
魚

1
山
口
１

小
計

6
6
隻
(7
)

ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ

7

か
つ
お
一
本
つ
り

3

一
本
つ
り
（
い
か
）

2

さ
ん
ま
棒
受
網

1
9

刺
網

6

流
し
網

3

捕
鯨
業

4

官
公
庁
船

2
2

小
計

6
6
隻

合
計

1
3
2
隻

24
m

（
調
査
の
結
果
最
大

90
ト
ン
）

20
 ト
ン

22
4,

57
5隻

13
2隻

中
規
模
漁
船

2
0
ﾄﾝ
～
2
4
m

1
0
0
海
里
内

1,
13

2隻

22
3,

31
1隻

小
型
漁
船

大
型
漁
船

H
2
8
漁
船
統
計
表
等

10
0海
里
超

2
0
ト
ン
以
上
2
4
m
未
満
漁
船
の
内
訳

漁
船
全
体
の
勢
力

２

1
0
ト
ン
以
上

9
,2
4
5
隻

（
）
：
廃
業
、
売
船
等
の
隻
数

3



◆
対
象
魚
種
：
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
・
ホ
タ
ル
イ
カ
・
カ
レ
イ
類
・
エ
ビ
類
等

◆
漁
労
設
備
：
ト
ロ
ー
ル
ウ
ィ
ン
チ
、
魚
群
探
知
機
等

◆
根
拠
地
：
兵
庫
県
豊
岡
市
、
香
住
町
等

◆
操
業
方
法
（
１
そ
う
び
き
板
び
き
）

･魚
群
探
知
機
で
探
索
し
た
魚
群
を
め
が
け
て
ト
ロ
ー
ル
網
を
繰
り
出
し
、

曳
網
し
た
後
、
揚
網
す
る
。

◆
漁
期
：
周
年
（
操
業
禁
止
期
間
を
除
く
）

◆
漁
場
：
福
島
沖
か
ら
銚
子
沖
等

◆
１
回
の
操
業
形
態

・
日
曜
夜
出
港
か
ら
金
曜
入
港
ま
で
１
泊
２
日
又
は
２
泊
３
日
操
業
を
繰
り

返
し
。
・
１
回
の
操
業
時
間
は
１
時
間
半
か
ら
２
時
間
程
度

根 拠 地

漁
場

へ
移
動

魚
群

探
索

陸
揚
港

へ
移
動

陸 揚 げ

（
１
そ
う
び
き
）

沖
合
底
び
き
網
漁
船

(3
9ト
ン

)

《
操
業
実
態
》

◆
底
び
き
網
漁
船
の
勢
力
９
１
６
隻
（

10
ト
ン
以
上
）
う
ち
、
中
規
模
漁
船
３
５
隻
、
大
規
模
漁
船
１
８
０
隻
、
小
型
漁
船
７
０
１
隻

中
規
模
漁
船
の
漁
業
の
態
様

《
漁
船
勢
力
》

沖
合
底
び
き
網
漁
船

（
か
け
回
し
）

◆
操
業
方
法
（
１
そ
う
び
き
か
け
回
し
・
主
に

40
ト
ン
型
）

・
魚
群
探
知
機
で
探
索
し
た
魚
群
を
め
が
け
て
ブ
イ
を
取
り
付
け
た

曳
網
、
網
、
他
方
の
曳
網
を
繰
り
出
し
た
後
、
樽
網
を
回
収
し
、

揚
網
す
る
。

◆
漁
期

９
月
～
５
月

◆
漁
場

豊
岡
市
前
浜
、
京
都
府
沖
等

◆
操
業
形
態

・
日
帰
り
又
は
１
泊
２
日

・
１
時
間
半
か
ら
２
時
間
操
業

※
資
料
：
全
国
底
曳
網
漁
業
連
合
会
調
べ
他

根 拠 地

漁
場
へ

移
動

魚
群
探
索

陸
揚
港

へ
移
動

陸 揚 げ

《
操
業
実
態
》

沖
合
底
び
き
網
漁
船
（
１
そ
う
び
き
）

沖
合
底
び
き
網
漁
船
（
か
け
回
し
）

３
中
規
模
漁
船
と
小
型
漁
船
の
漁
場
等
の
操
業
実
態
は
同
じ

◆
対
象
魚
種
：
マ
ガ
レ
イ
・
ナ
マ
コ
・
ヤ
ナ
ギ
ム
シ
ガ
レ
イ
・
ヒ
ラ
メ
等

◆
漁
労
設
備
：
ト
ロ
ー
ル
ウ
ィ
ン
チ
、
ギ
ャ
ロ
ス
、
魚
群
探
知
機
等

◆
根
拠
地
：
福
島
県
相
馬
市
等

①
ブ
イ
を
投
入

②
曳
網
（
ワ
イ
ヤ
ー
、
コ
ン

パ
ウ
ン
ド
ロ
ー
プ
）
を
投
入 ③
網
を
投
入

④
曳
網
（
ワ
イ
ヤ
ー
、
コ
ン

パ
ウ
ン
ド
ロ
ー
プ
）
を
投
入

⑤
両
端
の

ワ
イ
ヤ
ー

を
固
定
し

曳
網
開
始
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◆
対
象
魚
種

キ
ン
キ
、
マ
ダ
ラ
、
ホ
ッ
ケ
、
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
、
キ
ン
メ
等

◆
漁
労
設
備

投
縄
機
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ラ
－
等
◆
標
準
的
な
操
業
形
態

◆
根
拠
地
北
海
道
根
室
市
、
網
走
市
、
静
岡
県
下
田
市
等
対
象
魚
種
：

カ
レ
イ
類
・
イ
カ
類
・
ハ
タ
ハ
タ
･ニ
ギ
ス
・
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
な
ど

◆
対
象
魚
種
：
サ
バ
、
イ
ワ
シ
、
ア
ジ
、
ス
ル
メ
イ
カ
等

◆
漁
労
設
備
：
大
手
巻
ウ
ィ
ン
チ
、
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ラ
－
、
魚
群
探
知
機
等

◆
根
拠
地
：
三
重
県
伊
勢
町
、
大
分
県
佐
伯
市
等
対
象
魚
種
・
漁
場
に
よ
り

異
な
る
）

◆
対
象
魚
種
：
カ
レ
イ
類
・
イ
カ
類
・
ハ
タ
ハ
タ
･ニ
ギ
ス
・
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
な
ど

中
規
模
漁
船
と
小
型
漁
船
の
漁
場
等
の
操
業
実
態
は
同
じ

中
規
模
漁
船
の
漁
業
の
態
様

ま
き
網
漁
船
（
網
船
）

◆
操
業
方
法

・
網
船
、
探
索
船
１
～
２
隻
、
運
搬
船
が
２
～
３
隻
で
操
業
。

・
灯
船
の
集
魚
灯
を
点
じ
集
魚
を
開
始
し
、
魚
群
が
集
魚
さ
れ
る
と
、

網
船
は
網
の
一
端
を
附
属
船
に
保
持
さ
せ
、
灯
船
を
中
心
に
し
て

円
形
に
投
網
し
、
運
搬
船
に
よ
り
網
の
一
端
を
受
取
り
、
揚
網
す
る
。

◆
漁
期

周
年

◆
漁
場

沿
岸
海
域

◆
1日
の
操
業
形
態
夕
方
出
港
し
翌
朝
帰
港
（
日
帰
り
操
業
）

根 拠 地

漁
場
へ

移
動

魚
群
探
索

2～
4回
投
網

翌
朝

帰
港
・

水
揚

◆
ま
き
網
漁
船
の
勢
力
１

,３
７
８
隻
（

10
ト
ン
以
上
）

う
ち
、
中
規
模
漁
船
１
６
隻
、
大
型
漁
船
２
４
９
隻
、
小
型
漁
船
１

,１
１
３
隻

《
漁
船
勢
力
》

《
操
業
実
態
》

は
え
縄
漁
船

◆
操
業
方
法

・
漁
場
、
魚
種
に
よ
り
操
業
日
数
が
異
な
る
（
～

10
日
、
日
帰
り
操
業
等
）

・
漁
場
へ
移
動
後
夕
方
か
ら
投
縄
。
投
縄
作
業
は
幹
縄
に
縄
を
浮
か

す
た
め
の
ビ
ン
玉
を
装
備
し
、
枝
縄
に
餌
を
付
け
て
海
中
に
投
入
。

◆
漁
期

周
年

◆
漁
場

根
室
沖
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
伊
豆
諸
島
周
辺
海
域

◆
操
業
形
態

・
１
回
の
操
業
形
態
（
根
室
市
：
底
は
え
な
わ
漁
業
）
：
レ
イ
類
・
イ
カ
類
・

ハ

根 拠 地

漁
場
へ

移
動

投
縄

待
機

揚
縄

◆
は
え
縄
漁
船
の
勢
力
４
０
６
隻
（

10
ト
ン
以
上
）

う
ち
、
中
規
模
漁
船
１
１
隻
、
大
型
漁
船
３
１
隻
、
小
型
漁
船
３
６
４
隻

《
漁
船
勢
力
》

《
操
業
実
態
》

出
典
：
歯
舞
は
え
な
わ
部
会

HP

は
え
縄
漁
業

４

ま
き
網
漁
業
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漁
船
の
規
模
別
、
操
業
海
域
別
の
態
様

規
模

10
0海
里
内
操
業

10
0海
里
超
操
業

24
m
～

大
中
型
ま
き
網
漁
船
沖
合
海
域
操
業

網
船
：

80
㌧
、

19
9㌧
型
（

28
隻
）

い
わ
し
、
あ
じ
、
さ
ば
が
主
対
象

沖
合
底
び
き
網
漁
船
主
に

12
5、

16
0㌧
型
（

18
0隻
）

北
海
道
沖
、
山
陰
沖
合
海
域
等

遠
洋
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
船
主
に

30
0～

50
0㌧
（

18
7隻
）

太
平
洋
・
大
西
洋
・
イ
ン
ド
洋

近
海
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
船

11
9㌧
型
（

8隻
）
太
平
洋
（
西
経
海
域
）

大
中
型
ま
き
網
漁
船
北
部
太
平
洋

網
船

:1
35
、

20
0㌧
超
型
（

27
隻
）

海
外
ま
き
網
漁
船
（
単
船
操
業
）

37
9㌧
､7

60
㌧
型
（

28
隻
）
太
平
洋

沖
合
底
び
き
網
漁
船
太
平
洋
、
ﾛ
ｼ
ｱ
水
域

は
え
縄
漁
船
主
に

80
～

12
0㌧
型
（

24
隻
）

日
本
海
、
ﾛ
ｼ
ｱ
海
域
等

さ
ん
ま
棒
受
網
漁
船
（

60
隻
）
太
平
洋
、
ﾛ
ｼ
ｱ
海
域

い
か
釣
り
（

77
隻
）
太
平
洋
、
ﾛ
ｼ
ｱ
海
域

41
1隻
（
除
：
沖
底
）

20
ト
ン
～

24
m

大
中
型
ま
き
網
漁
船
網
船
：

50
、

60
㌧
型
（

5隻
）
沿
岸
海
域
操
業

中
型
ま
き
網
漁
船
網
船
：
主
に

40
㌧
型
（

11
隻
）
沿
岸
海
域
操
業

沖
合
底
び
き
網
漁
船
主
に

40
ト
ン
型
（

35
隻
）

沿
岸
海
域
操
業

は
え
縄
漁
船
（

8隻
）
底
立
て
は
え
縄
（

3隻
）

根
室
沖
、
ｵ
ﾎ
ｰ
ﾂ
ｸ
海
域
、
伊
豆
諸
島
周
辺
海
域

漁
獲
物
運
搬
船
等
（

4隻
）

近
海
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
船
（

7隻
）

さ
ん
ま
棒
受
網
漁
船
（

19
隻
）

刺
網
・
流
し
網
漁
船
（

9隻
）

ﾛ
ｼ
ｱ
海
域
、
太
平
洋
公
海
等

い
か
釣
り
（

2隻
）

ﾛ
ｼ
ｱ
海
域
等

官
公
庁
船
等
（

29
隻
）

66
隻

20
ト
ン
未
満

（
小
型
漁
船
）

中
型
ま
き
網
漁
船
網
船
：
主
に

19
㌧
型
（

29
2隻
）
沿
岸
海
域
操
業

沖
合
底
び
き
網
漁
船
（

11
8隻
）
主
に

19
㌧
型

沿
岸
海
域
操
業

小
型
底
び
き
網
漁
船
（

58
3隻
）
主
に

15
㌧
型

沿
岸
海
域
操
業

は
え
縄
漁
船
（

36
4隻
）
沿
岸
海
域
操
業

さ
ん
ま
棒
受
網
漁
船
（

76
隻
）

い
か
釣
り
漁
船

か
つ
お
ま
ぐ
ろ
漁
船
（

35
0隻
）

主
に

19
ト
ン
型
、
外
国
海
域
ま
で
出
漁

35
0隻

今
回
検
討
対
象
の
中
規
模
漁
船

75
0k

w
以
上

5，
6級

75
0k

w
未
満

6級

75
0k

w
以
上

5，
6級

75
0k

w
未
満

6級

小
型
船
舶
操
縦
士

75
0k

w
以
上

4，
5級

75
0k

w
未
満

5級

75
0k

w
以
上

4，
5級

75
0k

w
未
満

5級

小
型
船
舶
操
縦
士
＋

6級

＊
海
技
士
資
格
：

10
0海
理
内
は
丙
区
域
、

10
0海
里
超
は
乙
区
域
と
し
て
記
載

20
8隻 66
隻

1，
43

3隻
（
除
：
い
か
釣
り
）

５
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0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

底
引
き
漁
船

10
～

19
t

20
～

10
0t

10
0t
～

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

ま
き
網
（
網
船
）

10
～

19
t

20
～

10
0t

10
0t
～

中
規
模
漁
船
隻
数
（
底
び
き
漁
船
・
ま
き
網
漁
船
）
の
減
少

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

1
0
年
間
増
減
割
合

大
規
模
漁
船

1
2
3
2

1
1
1
2

1
0
6
8

9
8
7

9
9
7

9
8
4

9
4
2

9
0
6

8
8
4

8
6
1

-
0
.3
0

底
び
き
網
漁
船

7
3

7
4

7
4

7
5

7
0

6
9

6
6

6
1

7
2

7
1

-
0
.0
3

ま
き
網
（
網
船
）

7
2

7
3

7
4

7
1

7
1

7
2

7
0

7
6

7
4

7
6

＋
0
.0
6

中
規
模
漁
船

5
9
2

5
5
7

5
3
6

4
9
7

4
9
5

4
7
3

4
5
3

4
3
3

4
1
4

4
0
3

-
0
.3
2

底
び
き
網
漁
船

1
9
5

1
8
9

1
8
3

1
6
0

1
7
6

1
6
8

1
6
0

1
4
9

1
4
4

1
4
4

-
0
.2
6

ま
き
網
（
網
船
）

4
8

4
9

4
8

4
8

4
4

3
9

3
7

3
4

3
0

2
8

-
0
.4
2

小
型
漁
船

1
0
2
7
5

1
0
1
1
3

1
0
0
3
0

9
5
8
4

9
6
7
8

9
5
8
7

9
4
7
3

9
4
1
1

9
3
1
2

9
2
4
5

-
0
.1
0

底
び
き
網
漁
船

8
2
1

7
9
9

7
8
5

7
5
0

7
4
5

7
3
6

7
3
0

7
2
2

7
0
6

7
0
1

-
0
.1
5

ま
き
網
（
網
船
）

3
5
3

3
3
5

3
3
3

3
2
0

3
1
0

3
0
5

2
9
9

2
9
9

2
9
1

2
9
2

-
0
.1
7

底
び
き
・
ま
き
網
合
計

1
5
6
2

1
5
1
9

1
4
9
7

1
4
2
4

1
4
1
6

1
3
8
9

1
3
6
2

1
3
4
1

1
3
1
7

1
3
1
2

-
0
.1
6

注
：
小
型
漁
船
は
、

10
ト
ン
～

19
ト
ン
、
中
規
模
漁
船
は

20
ト
ン
～

99
ト
ン
、
大
規
模
漁
船
は
、

10
0ト
ン
～
、
統
計
の
都
合
上
中
規
模
漁
船
の
上
限
は

99
ト
ン
と
し
て
い
る
。

漁
船
統
計
表

６

主
要
な
漁
業
種
で
あ
る
、
底
び
き
網
漁
船
・ま
き
網
漁
船
に
つ
い
て
、
大
型
漁
船
で
横
ば
い
、
中
規
模
漁
船
で
は
、
底
び
き

2
6
％
減
、
ま
き
網
4
2
％
減
、
小
型
漁
船
で
は
底
び
き
1
5
％
、
ま
き
網
1
7
％
減
で
あ
り
、
中
規
模
漁
船
の
減
少
率
が
高
い
。
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資料２ 

見直しの方向性（案） 
 
○機関士に係る見直しの方向性に関する基本的考え方 
 
・エンジンのメンテナンスと、エンジンのトラブル・事故時の対応の両方の観点を

勘案して、必要となる見直し案を検討する。 
①エンジンのメンテナンスの観点からは、エンジンの各型式のマニュアルで求め

られている点検項目（航海が長くなると、必要な項目数が増加する。）と小型船

舶操縦士に係る教則において習得することとされている知識・能力に若干の差

はあるものの、一般的に小型船舶において行われているメンテナンスの内容や、

小型船舶にも同型のエンジンが利用されていること等を踏まえ、教則の充実を

図ったり、必要に応じメーカー等の講習会で実技を含めて習得することにより、

ある程度の対応は可能ではないか。 
②エンジンのトラブル・事故時の対応の観点からは、近海中規模漁船の実態を把

握すると、洋上での修理を行った事例は、漏油・漏水等に限られている。また、

僚船が曳航した事例についても、おおむね、機関士が洋上で対応できないよう

なトラブルが発生したと判断した上で曳航という緊急対応を行ったものと考

えられる。このため、洋上で最低限の緊急対応は必要であるが、これらの実態

や、漁船の場合、集団操業等で僚船の支援が得られる場合が多いという特殊性

があり、各船に乗り組む資格者が海技士（航海）のみであったとしても、これ

に加えて機関に関する一定の講習等を受けた部員等が各船に乗り組んでいれ

ば、僚船の支援を受けることによって対応できることを踏まえると、必要な項

目について講習等で補完すれば足りるものと考えられる。 
・したがって、近海中規模漁船のエンジンのメンテナンス及びトラブル・事故時の

対応の両方の観点を勘案すると、小型船舶操縦士の教則の充実や講習等による補

完で対応できるのではないか。 
 
○引き続き検討を要する事項 
 
・出力７５０ｋＷ以上の近海中規模漁船については、現状、５級海技士（機関）及

び６級海技士（機関）の２名の乗組みが義務付けられているが、７５０ｋＷ未満
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のような１名の義務付けのものと同様に直ちに海技士（機関）の配乗を不要とす

ることについては、STCW-F 条約上（未批准：批准に向けて調整・検討中）、機
関士の配乗が求められていることも勘案すると、慎重な対応が必要ではないか。 
・近海中規模漁船で使用されている燃料油はＡ重油であるが、全漁連規格に適合す

るものも含め、各エンジンの型式ごとにメーカーが推奨する性状であることを確

認する。 
・今後、小型船舶操縦士のみの乗組みで足りることとする（海技士（航海）の乗組

みを不要とする）ことについて、操船に関する知識・能力を考慮しつつ検討を行

っていくことになるが、その際、以下の点に留意する必要があるのではないか。 
ア）国際条約上、長さ２４ｍは、総トン数１８９トン（国際総トン数３００トン）

に換算することもあり得るが、このような大きさの漁船と中規模漁船では、そ

の操縦性が大きく異なることが想定されることから、現在の近海中規模漁船が

調査の結果９０トン以下の範囲におさまっていることを踏まえ、船の大きさ（ト

ン数）について適切な上限を設定するかどうかについての検討が必要ではない

か。 
イ）①機関士に関する議論を踏まえた機関に関する知識・能力の確保の必要性、 
②船舶の特性と操船との関係から、海技士（航海）及び海技士（機関）の資

格を有しているからといって小型船舶を操縦してよいとはされていないな

ど、海技士免許と小型船舶操縦士免許が全く別の資格体系であること、 
③このため、６級海技士（航海）又は６級海技士（機関）が乗船履歴を積む

ことにより５級以上の上級の資格を取得することが可能となるが、６級海

技士の配乗の義務づけをなくした場合、このようなルートでの上級資格取

得者が確保しづらくなること、 
④現在の小型船舶操縦士については電気セルモーター方式のエンジン始動方

式を前提としていること、 
⑤船舶安全法上は、近海中規模漁船であっても従来どおりの適用であること

との関係も踏まえ、現在の小型船舶操縦士のあり方に大きな影響を及ぼさ

ないようにすることや、漁船の大型化のインセンティブを削がないように

することに留意しつつ、試験や講習のあり方、経過措置のあり方等必要な

措置についての検討が必要ではないか。 
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実
態
調
査
の
結
果

（
報
告
）

令
和
元
年
５
月
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ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
収
状
況

平
成
3
1
年
３
月
、
近
海
（
1
0
0
海
里
以
内
）
を
操
業
す
る
中
規
模
（
総
ト
ン
数
2
0
ト
ン
以
上
長
さ
2
4
ｍ
未
満
）

漁
船
等
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
５
９
隻
か
ら
回
答

回
答
漁
船
の
７
割
超
（
４
４
隻
）
が
総
ト
ン
数
3
0
ト
ン
以
上
5
0
ト
ン
未
満
で
あ
り
、
3
0
ト
ン
未
満
が
３
隻
、

5
0
ト
ン
以
上
8
0
ト
ン
未
満
が
１
１
隻
、
9
0
ト
ン
が
１
隻
（
沖
合
底
び
き
網
漁
船
）

回
答
漁
船
の
全
て
が
、
長
さ
1
8
m
以
上
2
4
m
未
満
の
範
囲
内

漁
業
種

調
査
隻
数

回
答
不
能

回
答
隻
数

沖
合
底
び
き
網
漁
船

３
５

３
４

中
型
ま
き
網
漁
船

１
１

１
１

は
え
な
わ
漁
船

８
４

４

底
立
て
は
え
な
わ
漁
船

３
１

３

漁
獲
物
運
搬
船

２
１

１

大
中
型
ま
き
網
漁
船

５
５

一
本
釣
漁
船

１
１

０

雑
漁
船

１
１

計
６
６

７
５
９

※
「
回
答
不
能
」
と
は
、
廃
業
・売
船
・所
在
不
明
等
に
よ
る
も
の

※
「
回
答
隻
数
」
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
部
の
み
回
答
し
た
も
の
を
含
み
、
回
答
内
容
の
精
査
を
要
す
る
。

（
平
成
3
1
年
4月
25
日
現
在
）
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【
エ
ン
ジ
ン
の
稼
働
状
況
】

２
月
～
８
月
使
用
/
年

中
規
模
漁
船
の
型
式
は
５
メ
ー
カ
ー
で
３
１
型
式

（
小
型
漁
船
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
型
式
あ
り
）

近
年
、
中
規
模
漁
船
の
エ
ン
ジ
ン
は
、
エ
ア
直
入
方
式

か
ら
セ
ル
モ
ー
タ
に
よ
る
電
気
始
動
へ
と
移
行
す
る
と

と
も
に
、
出
力
が
高
く
な
る
傾
向

3
0
年
以
上
前
の
型
式
の
エ
ン
ジ
ン
を
使
用
し
て
い
る
も

の
が
過
半
数

エ
ン
ジ
ン
出
力
7
5
0
ｋ
ｗ
未
満
が
５
２
隻
、
7
50
ｋ
ｗ
以
上

が
７
隻

沖
合
底
び
き
網
漁
船
に
は
、
機
関
出
力
7
50
kw
以
上

の
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た

漁
獲
物
運
搬
船
１
隻
を
除
き
、
中
速
エ
ン
ジ
ン
が
主
流

主
機
１
台
・
A
重
油
使
用
が
基
本

（
漁
連
・
漁
協
・民
間
会
社
で
給
油
）

エ
ン
ジ
ン
（主
機
）

漁
業
種

主
機
年
間
稼
働
状
況

（
平
均
）

は
え
な
わ
漁
業

58
32

h
24

3 日
沖
合
底
び
き
網
漁
業

43
07

h
17

9 日
中
型
ま
き
網
漁
業

20
83

h
87
日

大
中
型
ま
き
網
漁
業

15
37

h
64
日

メ
ー
カ
ー

主
機
型
式

機
関
出
力

kW
（
最
大
値
）

進
水
年

（
最
古
）

搭
載

隻
数

始
動
方
式

定
格
回
転
速
度

（
最
大
値
）

ヤ
ン
マ
ー

6U
B

-U
T

24
0

S
52

1
エ
ア
直
入

ヤ
ン
マ
ー

6N
16

5-
E

N
58

8
S

54
3

セ
ル
モ
ー
タ

14
00

ヤ
ン
マ
ー

S
18

5-
Ｔ

3
15

4
S

55
1

エ
ア
直
入

90
0

ヤ
ン
マ
ー

Ｔ
20

5-
Ｔ

24
2

S
55

1
ヤ
ン
マ
ー

M
20

0-
S

T2
56

6
S

57
8

エ
ア
直
入

ヤ
ン
マ
ー

S
18

5-
E

T2
19

2
S

58
3

エ
ア
直
入

90
0

ヤ
ン
マ
ー

6N
16

5-
E

N
2

14
7

H
2

1
セ
ル
モ
ー
タ

13
50

ヤ
ン
マ
ー

M
22

0-
E

N
2

50
7

H
5

2
エ
ア
直
入

68
0

ヤ
ン
マ
ー

6N
21

A
-E

N
2

63
0

H
10

1
エ
ア
モ
ー
タ

90
0

ヤ
ン
マ
ー

6N
18

A
-E

N
2

18
4

H
13

1
エ
ア
モ
ー
タ

90
0

ヤ
ン
マ
ー

6R
Y1

7P
-G

V
73

6
H

17
1

セ
ル
モ
ー
タ

14
50

ヤ
ン
マ
ー

6N
21

A
-U

V
H

17
1

エ
ア
モ
ー
タ

80
0

ヤ
ン
マ
ー

6N
21

A
-E

V
95

6
H

18
1

エ
ア
モ
ー
タ

90
0

ヤ
ン
マ
ー

6R
Y1

7Q
-G

V
H

19
1

セ
ル
モ
ー
タ

75
0

ヤ
ン
マ
ー

6R
Y1

7F
-G

V
73

6
H

21
1

セ
ル
モ
ー
タ

15
00

ヤ
ン
マ
ー

6N
21

A
-E

W
95

6
H

24
1

エ
ア
モ
ー
タ

80
0

ヤ
ン
マ
ー

6E
Y1

7W
-G

80
9

H
26

1
セ
ル
モ
ー
タ

14
00

ヤ
ン
マ
ー

6N
21

A
-U

W
73

6
H

28
1

エ
ア
モ
ー
タ

80
0

新
潟
原
動
機

6M
G

19
H

X
73

5.
5

S
54

11
エ
ア
直
入

新
潟
原
動
機

6M
G

18
C

XB
14

7
S

57
1

エ
ア
直
入

新
潟
原
動
機

6M
G

20
C

X(
B

)
38

9
S

57
1

エ
ア
直
入

新
潟
原
動
機

6M
G

19
H

X-
2

66
9

S
62

2
エ
ア
直
入

90
0

新
潟
原
動
機

6N
S

C
-N

37
8

S
63

2
エ
ア
直
入

新
潟
原
動
機

6M
G

22
H

X-
1

10
29

H
7

3
エ
ア
直
入

10
00

三
菱
重
工

S
6R

2-
M

TK
16

1
S

57
2

セ
ル
モ
ー
タ

14
00

三
菱
重
工

S
6R

2-
T2

M
TK

3L
73

6
H

4
2

セ
ル
モ
ー
タ

14
06

三
菱
重
工

S
6R

2-
T2

M
TK

3M
73

7
H

8
1

セ
ル
モ
ー
タ

14
06

三
菱
重
工

S
6R

2-
M

TK
2L

67
0

H
16

1
セ
ル
モ
ー
タ

14
00

小
松

6M
16

0A
-1

73
6

H
9

1
セ
ル
モ
ー
タ

小
松

12
M

14
0A

P
-2

91
3

H
29

1
セ
ル
モ
ー
タ

20
35

住
吉

S
23

G
21

3
S

55
1

エ
ア
直
入
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機
関
室

（
機
関
室
）

機
関
の
異
常
時
に
、
警
報
機
が
鳴
動
（
機
関
区
域
に
駆
け
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
）
す
る
と
回
答
し
た
も
の
が
過
半
（
3
7
隻
）
。

機
関
室
の
広
さ
は
3
0
～
4
0
㎡
程
度
が
主
流
、
高
さ
は
２
ｍ
程
度
が
主
流

機
関
室
の
設
備
（
発
電
機
、
空
気
圧
縮
機
等
）
は
、
各
漁
船
に
よ
り
様
々
で

あ
り
、
機
関
型
式
や
漁
業
種
に
よ
る
明
確
な
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
船
橋
に
お
け
る
機
関
の
操
作
・
状
態
確
認
）

船
橋
か
ら
、
機
関
の
操
作
及
び
計
器
に
よ
る
状
態
確
認
の
全
て
（
主
機
始

動
、
主
機
停
止
、
主
機
緊
急
停
止
、
増
減
速
、
使
用
燃
料
タ
ン
ク
切
替
）
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
漁
船
は
な
か
っ
た
。

大
半
の
漁
船
は
、
船
橋
か
ら
主
機
の
緊
急
停
止
や
増
減
速
が
で
き
る
が
、

主
機
の
始
動
が
で
き
る
も
の
は
1
2
隻
、
停
止
が
で
き
る
も
の
は
2
0
隻
、

こ
の
う
ち
、
始
動
・
停
止
で
き
る
も
の
は
1
0
隻
。

燃
料
タ
ン
ク
の
切
り
替
え
が
で
き
る
も
の
は
３
件
。
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操
業
状
況

（
操
業
）

基
本
的
に
、
概
ね
通
年
操
業

1
航
海
の
操
業
日
数
は
、
最
大
1
0
日
で
あ
り
、
３
日
以
内
4
5
隻
、
う
ち
日
帰

り
2
2
隻
（
有
効
回
答
：
5
4
隻
）

ま
き
網
漁
業
（
大
中
型
を
含
む
）
は
通
年
操
業
、
１
航
海
で
２
日
程
度
操
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
は
、
６
月
～
８
月
頃
ま
で
休
漁

最
大
2
0
マ
イ
ル
を
超
え
て
操
業
す
る
も
の
が
3
4
隻
（
有
効
回
答
4
6
隻
）

（
僚
船
）

５
隻
以
上
の
僚
船
を
伴
う
も
の
は
2
9
隻
（
有
効
回
答
：
5
5
隻
）

沖
合
底
び
き
網
漁
船
（
福
島
県
の
試
験
操
業
船
）
を
中
心
に
、
僚
船
を
伴

わ
な
い
も
の
あ
り

僚
船
と
の
距
離
は
2
0
マ
イ
ル
程
度
、
連
絡
間
隔
は
２
時
間
程
度
が
主
流

な
お
、
陸
と
の
連
絡
は
５
、
６
時
間
毎
が
主
流

船
団
操
業
の
ま
き
網
漁
業
（
大
中
型
を
含
む
）
の
中
に
は
、
陸
と
の
連
絡

を
と
ら
ず
に
操
業
を
続
け
る
も
の
あ
り
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乗
組
員

（
乗
り
組
み
状
況
）

乗
組
員
数
は
、
は
え
な
わ
漁
業
で
６
、
７
人
、
沖
合
底
び
き
網
漁
業
で
３
～
1
0
人
、
漁
獲
物
運
搬
船
で
２
人
、
ま
き
網
漁
業
で
３
～
1
6
人
、
底
立
て
は
え
な
わ
漁

業
で
７
人

法
令
上
、
総
ト
ン
数
2
0
ト
ン
以
上
・
機
関
出
力
7
5
0
kw
未
満
の
中
規
模
漁
船
に
は
、
６
級
海
技
士
の
乗
り
組
み
を
義
務
付
け
て
い
る
が
、
６
割
以
上
の
漁
船
に
、

よ
り
上
級
の
海
技
士
が
乗
り
組
ん
で
い
る
実
態

な
お
、
船
長
・
機
関
長
以
外
の
船
舶
職
員
が
乗
り
組
む
漁
船
は
少
な
い

機
関
部
員
が
乗
り
組
む
漁
船
は
、
全
体
の
半
数
程
度
（
2
6
隻
）

漁
業
種

船
長

機
関

6
級
5
級
4
級
3
級
6
級
5
級
4
級

は
え
な
わ
漁
業

2
1
2

沖
合
底
び
き
網
漁
業

5
1
9

6
2

1
2
1
8

3

漁
獲
物
運
搬
船

1
1

大
中
型
ま
き
網
漁
業

1
2

2
3

2

中
型
ま
き
網
漁
業

3
2

5
2

4
3

底
立
て
は
え
な
わ
漁
業

2
1

1

雑
漁
業

1
1

総
計

1
4
2
4
1
3

2
1
9
2
9

6

漁
業
種

船
長

2
0
代

3
0
代

4
0
代

5
0
代

6
0
代
以
上

は
え
な
わ
漁
業

1
1

沖
合
底
び
き
網
漁
業

6
9

7
1
1

漁
獲
物
運
搬
船

1

大
中
型
ま
き
網
漁
業

3
1

1

中
型
ま
き
網
漁
業

1
1

3
5

1

底
立
て
は
え
な
わ
漁
業

1
1

雑
漁
業

総
計

2
1
0

1
3

1
5

1
4

漁
業
種

機
関
長

2
0
代

3
0
代

4
0
代

5
0
代

6
0
代
以
上

は
え
な
わ
漁
業

1
1

沖
合
底
び
き
網
漁
業

2
5

1
1

9
4

漁
獲
物
運
搬
船

1

大
中
型
ま
き
網
漁
業

1
1

1
2

中
型
ま
き
網
漁
業

3
3

3

底
立
て
は
え
な
わ
漁
業

2

雑
漁
業

総
計

2
7

1
6

1
6

9

（
船
長
・
機
関
長
の
年
齢
）
4
0
代
以
下
の
船
長
・
機
関
長
が
、
半
数
程
度

【
船
長
・
機
関
長
の
海
技
資
格
】

【
機
関
部
員
の
乗
組
人
数
】

【
船
長
の
年
齢
】

【
機
関
長
の
年
齢
】

※
「
未
回
答
」
に
は
、
部
員
数

0人
を
含
む
。

漁
業
種

機
関
部
員
数

未
回
答

1
人
2
人
3
人
4
人
5
人
6
人

は
え
な
わ
漁
業

4

沖
合
底
び
き
網
漁
業

2
1

8
5

漁
獲
物
運
搬
船

1

大
中
型
ま
き
網
漁
業

1
3

1

中
型
ま
き
網
漁
業

3
3

1
1

1
1

1

底
立
て
は
え
な
わ
漁
業

2
1

雑
漁
業

1

総
計

3
3

1
5

6
1

1
1

2
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機
関
の
点
検
及
び
故
障
対
応

エ
ン
ジ
ン
メ
ー
カ
ー
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
と
、
毎
日
の
点
検
を
は
じ
め
、
一
定
程
度
の
点
検
や
保

守
整
備
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
や
頻
度
は
、
メ
ー
カ
ー
や
型
式
に
よ
り
異
な
る
。

実
態
上
、
出
港
時
や
操
業
時
に
も
点
検
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
頻
度
は
、
各
漁
船
に
よ
り
異

な
る
。

過
去
に
洋
上
で
機
関
故
障
が
あ
っ
た
と
回
答
し
た
も
の
が
1
6
件

故
障
発
見
後
の
対
応
状
況
を
確
認
で
き
た
1
3
件
の
う
ち
、
最
終
的
な
対
応
は
下
表
の
と
お
り
。

な
お
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
よ
り
曳
航
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

最
終
的
な
対
応

件 数
発
生
海
域

洋
上
修
理

①
船
内
修
理
し
操
業
を
継
続

（
冷
却
水
漏
水
現
認
）

2
件

冷
却
水
管
の
穴
を
溶
接

修
理
（
1
件
）

②
応
急
修
理
後
に
自
航
で
帰
港

（
冷
却
水
漏
水
現
認
）

1
件

1
2
海
里
沖
（
1
件
）

③
修
理
せ
ず
に
自
航
で
帰
港
後
に
修
理
（
機
関
長
修
理
）

（
警
報
装
置
鳴
動
、
冷
却
水
漏
水
現
認
）

1
件

港
内
（
1
件
）

3
海
里
沖
（
１
件
）

④
修
理
せ
ず
に
自
航
で
帰
港
後
に
修
理
（
メ
ー
カ
ー
修
理
）

（
主
機
異
音
・
異
常
振
動
現
認
、
潤
滑
油
圧
力
低
下
、
排
気
温
度
高
温
、
漏
油
現
認
）
3
件

ｳ
ｨﾝ
ﾁ
の
内
外
部
か
ら

漏
油
し
て
お
り
、
溶
接
に

よ
る
修
理
で
は
対
応
不

可
と
判
断
（
１
件
）

⑤
主
機
停
止
し
僚
船
に
よ
り
曳
航
（
メ
ー
カ
ー
修
理
）

（
潤
滑
油
圧
力
低
下
、
主
機
異
音
・異
常
振
動
現
認
、
機
関
室
内
発
煙
確
認
）

6
件

1
海
里
沖
（
2
件
）

3
海
里
沖
（
1
件
）

湾
内
（
1
件
）

3
0
海
里
沖
（
1
件
）

ｸ
ﾗ
ﾝ
ｸ
ﾋ
ﾟﾝ
ﾎ
ﾞﾙ
ﾄ脱
落
に

よ
る
ﾋ
ﾟｽ
ﾄﾝ
変
形
の
湾

内
修
理
を
危
険
と
判
断

（
1
件
）
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ヒ
ア

リ
ン

グ
対

象
：

マ
リ

ー
ナ

A
マ

リ
ー

ナ
B

1
日

あ
た

り
の

利
用

実
態

5
時

間
/
日

 程
度

2
～

3
時

間
/
日

 程
度

1
週

間
で

の
利

用
実

態
曜

日
に

よ
る

利
用

の
偏

り
は

な
し

土
、

日
、

祝
日

の
利

用

1
月

あ
た

り
の

利
用

実
態

平
均

し
て

、
１

回
/
2
月

 程
度

の
利

用
1
～

2
回

/
月

 程
度

の
利

用

年
間

の
利

用
実

態
6
回

/
年

 程
度

の
利

用
1
2
～

2
4
回

/
年

 程
度

の
利

用

利
用

す
る

シ
ー

ズ
ン

年
間

を
通

じ
て

平
均

的
に

利
用

厳
冬

期
は

出
港

し
な

い

春
～

秋
（
3
～

1
0
月

）
厳

冬
期

は
出

港
し

な
い

特
に

ゴ
ー

ル
デ

ン
ウ

ィ
ー

ク
（
5
月

）
と

、
夏

季
（
7
月

・
8
月

）

利
用

目
的

接
待

や
個

人
の

ク
ル

ー
ジ

ン
グ

ク
ル

ー
ジ

ン
グ

9
割

、
釣

り
1
割

利
用

場
所

沿
岸

近
く
で

の
利

用
沿

岸
近

く
で

の
利

用
（
東

京
、

横
浜

 等
）

そ の 他 の 利 用 実 態長 期 的 な 利 用 実 態

総
ト

ン
数

2
0
ト

ン
以

上
・
長

さ
2
4
m

未
満

の
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
の

利
用

実
態

短 期 的 な 利 用 実 態
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漁
船

18


